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四日市市職員共済会職員食堂業務委託実施要領 

 

１ 業務名 

四日市市職員共済会職員食堂業務委託 

 

２ 目的 

 四日市市職員の福利厚生を目的として設けられた食堂の経営について、安定した経営

と質の高いサービス、健康面に配慮した安心安全な食事等の提供を行うことのできる専

門事業者を選定するため。 

 

３ 事業者の選定方法 

 公募型プロポーザルによる選考を行う。 

 

４ 運営主体 

 四日市市職員共済会 

 

５ 業務内容 

 別紙「四日市市職員共済会食堂業務委託仕様書（別紙①）」のとおり 

 

６ 施設概要 

 次の施設を運営すること 

  四日市市役所 職員食堂 

   所在地  四日市市諏訪町２番２号 

   食堂位置 四日市市総合会館地下１階 

   食堂面積 ３７１．４９ｍ２（厨房１０９．７１ｍ２ フロア２６１．７８ｍ２） 

   座席数  １５２席 

   平均利用実績 １日当たり約１５０人 

 

７ 契約期間 

令和７年１１月上旬～令和９年３月３１日 

ただし、期間満了日の２ヶ月前までにいずれの当事者からも意思表示のないときは、 

契約期間満了日の翌日から２年間の契約を更新したものとみなす。以後の更新について

も同様とする。 

 

８ 応募資格 

 応募事業者は、以下の資格要件を全て満たすこと。（事業者決定後に応募資格要件を

満たしていないことが判明した場合は決定を取り消す。） 

 (1) 良質な食事を適切な価格で１日あたり１５０食以上を調理、配膳でき、誠実に
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業務が履行できること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に

該当する者でないこと。 

  (3) 次のア又はイのいずれかに該当する者でないこと。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てが

なされている者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てが

なされている者 

  (4) 法人の場合、「法人税」「消費税及び地方消費税」に未納がないこと。 

  (5) 個人事業主の場合、「申告所得税」「消費税及び地方消費税」に未納がないこと。 

  (6) 申請者又は受任者の所在地が四日市市の場合、市税に未納がないこと。 

  (7) 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）に基づく適正な飲食店営業許可証を

有し、現在まで飲食店等の５年以上の継続的な営業実績があること。 

(8) 公募開始日から過去３年間において、食品衛生法に基づく行政処分を受けてい

ないこと。 

   (9) 四日市市暴力団排除条例第２条第１号及び２号に規定する暴力団及び暴力団

員でないこと。 

(10) 本業務委託を円滑に遂行できるような安定的かつ健全な財政能力を有してお

り、本会が示す仕様書の業務を確実にかつ安定して遂行できる能力を有するも

のであること。 

 

９ 日程 

令和７年 ７月 １日（火）    募集要項の公表（四日市市ホームページ） 

令和７年 ７月２５日（金）    参加意向申出書の提出期限 

令和７年 ７月３０日（水）    現場説明会 

令和７年 ８月 ６日（水）     質問書の提出期限 

令和７年 ８月１５日（金）    質問への回答 

令和７年 ８月２２日（金）    企画提案書等の提出期限 

令和７年 ９月上旬頃       プロポーザル審査委員会の開催 

令和７年 ９月中旬頃       審査結果通知（内定通知）の発送 

令和７年１０月上旬頃       理事会開催 

令和７年１０月中旬頃       評議員会開催（業者決定） 

令和７年１０月下旬頃       業者との細部打ち合わせ、予約契約書締結 

令和７年１１月上旬頃       業者との食堂委託契約締結 

      〃          食堂営業開始準備 

 令和７年１２月 １日（月）    職員食堂オープン 

10 募集要項等の公表 

 令和７年７月１日（火）から四日市市ホームページによるものとする。 
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11 参加意向申出書（別紙②）及び誓約書（別紙③）の提出 

(1) 提出期限 令和７年７月２５日（金）１７時１５分まで 

 (2) 提出先  四日市市職員共済会事務局（人事課内） 

 (3) 提出方法 持参による提出 

 

12 現場説明会 

 以下のとおり、現場説明会（厨房見学）を開催しますので、応募を希望する場合は必

ず参加してください。説明に参加されていない方からの応募は無効になります。 

 (1) 実施日時  令和７年７月３０日（水）１５時集合 

 (2) 集合場所  四日市市役所 総合会館地下１階 職員食堂 

 (3) 持物    本要領及び仕様書（別紙等を含む） 

 (4) 参加人数  １申込者あたり２名までとさせていただきます。 

  

13 質問書（別紙④）の受付等 

 本業務に関し質問がある場合には、質問用紙を作成し、提出すること。 

 (1) 提出期限 令和７年８月６日（水）１７時１５分まで 

 (2) 提出先  四日市市職員共済会事務局（人事課内） 

 (3) 提出方法 電子メールによること。 

  ・電子メールの「件名」にプロポーザルの参加者であることが明確にわかる表題を

付け、質問は添付ファイルとすること。 

  ・電話等による問い合わせには応じない。 

  ・回答は令和７年８月１５日（金）に全応募事業者にメールで回答予定。 

 

14 企画提案書（別紙⑤）等の提出 

 (1) 提出書類 

  〈法人の場合〉 

   ア 企画提案書（別紙⑤） 

・提出する企画提案書は１者１案とすること。 

・提出部数は、様式５－１から５－９までをそれぞれ１２部とする。（審査委

員会でプレゼンテーションを行っていただく際の資料となります。） 

   イ 財務諸表（写）又は確定申告書（写）（過去３年間） 

ウ 登記事項全部証明書（原本１部、発行日から３ヶ月以内のもの） 

   エ 市税完納証明書（直近１年分）（申請者又は受任者の所在地が四日市市の場

合） 

   オ 納税証明書（法人税、消費税及び地方消費税）（それぞれ直近１年分） 

   カ 飲食店等営業許可証（写） 
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〈個人の場合〉 

   ア 企画提案書（別紙⑤） 

・提出する企画提案書は１者１案とすること。 

・提出部数は、様式５－１から５－９までをそれぞれ１２部とする。（審査委

員会でプレゼンテーションを行っていただく際の資料となります。） 

   イ 財務諸表（写）又は確定申告書（写）（過去３年間） 

   ウ 身分証明書（原本１部、発行日から３ヶ月以内のもの） 

エ 登記されていないことの証明書（原本１部、発行日から３ヶ月以内のもの） 

   オ 市税完納証明書（直近１年分）（申請者又は受任者の所在地が四日市市の場

合） 

   カ 納税証明書（申告所得税、消費税及び地方消費税）（それぞれ直近１年分） 

   キ 飲食店等営業許可証（写） 

(2) 提出期限 令和７年８月２２日（金）１７時１５分まで 

 (3) 提出先  四日市市職員共済会事務局（人事課内） 

 (4) 提出方法 持参による提出 

  

15 プロポーザル審査委員会の開催 

 (1) 令和７年９月上旬頃に、プロポーザル審査委員会を実施する。 

   （時間、場所、プレゼンテーション実施方法等は別途通知する。） 

 (2) プロポーザル審査委員会に際し、新たな資料は必要としない。ただし、補足説明 

等に必要な場合は別途用意すること。 

 (3) プロポーザル審査委員会に際し、パソコン、液晶プロジェクターの使用はしない

こと。 

 

16 選考方法 

 (1) 企画内容等の審査 

応募資格に適合している事業者について、四日市市職員共済会職員食堂業務委託

プロポーザル審査委員会において、企画提案書の書類審査、プレゼンテーションの

審査及びヒアリングを行い、評価項目について総合的に評価し、採点することによ

り行う。 

   審査委員会の採点結果の合計を基に順位を決定する。 

 (2) 評価方法 

   四日市市職員共済会職員食堂業務委託プロポーザル審査基準（別紙⑥）に掲げる

評価項目について、企画提案書の内容から評価を行い、それぞれの項目について採

点し、合計を基に一位事業者を決定する。 

 (3) 審査結果 

審査委員会の審査結果を踏まえて、契約の相手方となる候補者を決定し通知する。 

ただし、一位事業者との間で、委託業務に関して必要ない協議が合意に至らない場
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合は、順次審査結果の上位事業者と協議を行うものとする。 

 

17 無効となる企画提案 

 次の条件の一つに該当する場合は、審査の対象から除外する。 

 (1) 「８ 応募資格」の要件を満たさなくなった場合 

 (2) 定めた提出方法、提出先、期限に適合しない場合 

 (3) 提出書類等に虚偽の記載があった場合 

 (4) 選考の公平性を害する行為があった場合 

 (5) 前各号に定めるもののほか、プロポーザルにあたり著しく信義に反する行為等、

審査委員会が無効であると認めた場合 

 

18 契約 

 当業務委託の契約にあたっては、本会が開催する評議員会での承認後とする（プロポ 

ーザル審査委員会において、一位事業者の決定を行うが、当業務委託導入の可否につい 

ては、評議員会での承認を必要とする）。評議員会で承認後、契約書を締結する。 

 

19 その他 

 (1) 応募者が１者のみの場合であっても、プロポーザル審査委員会において提案内容

の審査を行い、選定の可否を決定する。 

 (2) 企画提案書の内容について確認するため、ヒアリングを行うことがある。 

 (3) 企画提案に関し、使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

 (4) 応募者は、企画提案書の提出をもって実施要領等の記載内容を承諾したものとす

る。 

 (5) プロポーザル参加に際し、必要な経費は提案者の負担とする。 

 (6) 企画提案書等の著作権はそれぞれの製作者に帰属するが、プロポーザルの実施上

必要な場合は、無断無償で複製を作成する場合がある。 

 (7) 参加意向申出書の提出期限以降の参加申込は認めない。 

 (8) 企画提案書等提出期限以降の書類差替え、追加及び再提出は認めない。ただし、

プロポーザル審査委員会当日の補足説明は除く。 

 (9) 決定事業者の企画内容は、四日市市職員共済会との協議の上、変更することがで

きる。 

(10) 企画提案書等の提出された書類は、返却しない。 

(11) プロポーザルの実施や結果等については、四日市市情報公開条例に基づき、個人

情報等の保護に注意しながら情報提供する。なお、企画提案書等の提出された書

類は、四日市市情報公開条例等の法令に基づき、公表する場合がある。 
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＜添付＞ 

・別紙① 四日市市職員共済会職員食堂業務委託仕様書 

・別紙② 参加意向申出書 

・別紙③ 誓約書 

・別紙④ 質問書 

・別紙⑤ 企画提案書 

・別紙⑥ 四日市市職員共済会職員食堂業務委託プロポーザル審査基準 

 

20 連絡先・提出先 

 担当課：四日市市職員共済会事務局（四日市市総務部人事課内） 

 担当者：神藤 

 所在地：〒510-8601 四日市市諏訪町１番５号 

 電 話：059-354-8120 

 ＦＡＸ：059-354-8330 

 メール：jinji@city.yokkaichi.mie.jp 
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